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33Þ６の４ 譲渡所得の基因となる有価証券を譲渡した場合において、当該 33Þ６の４ 譲渡所得の基因となる有価証券を譲渡した場合において、当該

有価証券と同一銘柄の有価証券を当該譲渡の日の前５年前及び当該譲渡の 有価証券と同一銘柄の有価証券を当該譲渡の日の前５年前及び当該譲渡の

日前５年以内に取得しているときは、当該譲渡した有価証券は先に取得し 日前５年以内に取得しているときは、当該譲渡した有価証券は先に取得し

たものから順次譲渡したものとして、当該有価証券のうちに法第33条第３ たものから順次譲渡したものとして、当該有価証券のうちに法第33条第３

項第１号に掲げる所得の基因となる有価証券が含まれているかどうかを判 項第１号に掲げる所得の基因となる有価証券が含まれているかどうかを判

定する。この場合において、増資、減資、会社の合併、会社の分割、株式 定する。この場合において、増資、減資、会社の合併又は株式の併合若し

の併合又は株式の分割により取得した有価証券（措置法第37条の10第４項 くは分割により取得した有価証券の取得の時は、その取得の基因となった

の規定により株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされるものを 有価証券の取得の時とする。

除く。）の取得の日は、その取得の基因となった有価証券の取得の日とす

る。

（注） 当該譲渡した有価証券の取得費は、令第118 条((譲渡所得の基因 （注） 当該譲渡した有価証券の取得費は、令第118 条((譲渡所得の基因

となる有価証券の取得費等))の規定により計算することに留意する。 となる有価証券の取得費等))の規定により計算することに留意する。
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33Þ14 令第80条第２項((特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価 33Þ14 令第80条第２項((特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価

とされるもの))に規定する「通常の利率」は£年３.5％£「貸付けを受ける とされるもの))に規定する「通常の利率」は£年 4.5％£「貸付けを受ける

期間」は１年を単位として計算した期間（１年未満の端数があるときは、 期間」は１年を単位として計算した期間（１年未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てて計算した期間）£Å複利の方法で計算した現在価値Æ その端数を切り捨てて計算した期間）£Å複利の方法で計算した現在価値Æ

の計算の基礎となる複利現価率は小数点以下第３位まで計算した率（第４ の計算の基礎となる複利現価率は小数点以下第３位まで計算した率（第４

位を切り上げる。）による。 位を切り上げる。）による。

(注) 利率を1.75％とした場合の複利現価率は、表１のとおりである。 (注) 利率を2.25％とした場合の複利現価率は、表１のとおりである。
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複利現価表（1.75％）（１Ý0.0175）Þｎ 複利現価表（2.25％）（１Ý0.0225）Þｎ

期間 現 価 率 期間 現 価 率 期間 現 価 率 期間 現 価 率 期間 現 価 率 期間 現 価 率 期間 現 価 率 期間 現 価 率

1 0.983 26 0.637 51 0.413 76 0.268 1 0.978 26 0.561 51 0.322 76 0.185

2 0.966 27 0.626 52 0.406 77 0.263 2 0.957 27 0.549 52 0.315 77 0.181

3 0.950 28 0.616 53 0.399 78 0.259 3 0.936 28 0.537 53 0.308 78 0.177

4 0.933 29 0.605 54 0.392 79 0.254 4 0.915 29 0.525 54 0.301 79 0.173

5 0.917 30 0.595 55 0.386 80 0.250 5 0.895 30 0.513 55 0.295 80 0.169

6 0.902 31 0.585 56 0.379 81 0.246 6 0.876 31 0.502 56 0.288 81 0.165

7 0.886 32 0.574 57 0.372 82 0.242 7 0.856 32 0.491 57 0.282 82 0.162

8 0.871 33 0.565 58 0.366 83 0.237 8 0.837 33 0.480 58 0.276 83 0.158

9 0.856 34 0.555 59 0.360 84 0.233 9 0.819 34 0.470 59 0.270 84 0.155

10 0.841 35 0.545 60 0.354 85 0.229 10 0.801 35 0.459 60 0.264 85 0.151

11 0.827 36 0.536 61 0.348 86 0.225 11 0.783 36 0.449 61 0.258 86 0.148

12 0.813 37 0.527 62 0.342 87 0.222 12 0.766 37 0.439 62 0.252 87 0.145

13 0.799 38 0.518 63 0.336 88 0.218 13 0.749 38 0.430 63 0.247 88 0.142

14 0.785 39 0.509 64 0.330 89 0.214 14 0.733 39 0.420 64 0.241 89 0.139

15 0.771 40 0.500 65 0.324 90 0.210 15 0.717 40 0.411 65 0.236 90 0.135

16 0.758 41 0.492 66 0.319 91 0.207 16 0.701 41 0.402 66 0.231 91 0.133

17 0.745 42 0.483 67 0.313 92 0.203 17 0.686 42 0.393 67 0.226 92 0.130

18 0.732 43 0.475 68 0.308 93 0.200 18 0.670 43 0.385 68 0.221 93 0.127

19 0.720 44 0.467 69 0.303 94 0.196 19 0.656 44 0.376 69 0.216 94 0.124

20 0.707 45 0.459 70 0.297 95 0.193 20 0.641 45 0.368 70 0.211 95 0.121
21 0.695 46 0.451 71 0.292 96 0.190 21 0.627 46 0.360 71 0.207 96 0.119

22 0.683 47 0.443 72 0.287 97 0.186 22 0.613 47 0.352 72 0.202 97 0.116

23 0.671 48 0.435 73 0.282 98 0.183 23 0.600 48 0.344 73 0.198 98 0.113

24 0.660 49 0.428 74 0.277 99 0.180 24 0.587 49 0.337 74 0.193 99 0.111

25 0.649 50 0.421 75 0.273 100 0.177 25 0.574 50 0.329 75 0.189 100 0.109
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